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（ 公 印 省 略 ）       
 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表ＰＦＯＳ又はそ

の塩の項、ＰＦＯＡ若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸

関連物質の項又はＰＦＨｘＳ若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火

器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正

する省令の公布について（通知） 
 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表ＰＦＯＳ又はその

塩の項、ＰＦＯＡ若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物

質の項又はＰＦＨｘＳ若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用

消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令（令和８

年総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第１号。以下「改正省

令」という。）が本日公布されました。 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48年法律第 117号）第 28条第２項

では、許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律施行令（昭和 49 年政令第 202 号。以下「化審法政令」という。）で定める製品

で第一種特定化学物質が使用されているもの（以下「第一種特定化学物質等」という。）を

使用する者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者は、第一種特定化学物質等

を取り扱う場合においては、主務省令で定める技術上の基準（以下「技術上の基準」という。）

に従ってしなければならないこととされていることから、同項の規定に基づき、化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表ＰＦＯＳ又はその塩の項、ＰＦＯ

Ａ若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はＰＦ

ＨｘＳ若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡

殿 



消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令（平成 22年総務省、厚生労働省、経済産業省、

国土交通省、環境省、防衛省令第１号。以下「化審法省令」という。）において技術上の基

準が定められています。 

本改正省令は、令和７年の化審法政令の一部改正により、「ペルフルオロ（ヘキサン―一

―スルホン酸）関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該ペル

フルオロ（ヘキサン―一―スルホン酸）関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬

剤及び泡消火薬剤が、化審法第 28 条第２項の規定による技術上の基準適合義務に従って取

り扱うこととされている製品（化審法政令附則第４項）に新たに追加されること等に伴い、

化審法省令の一部を改正するものです。 

貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分留意されるようお願いします。 

 

 

記 

 
１ 改正内容に関する事項 

省令の名称の一部を「等」で括り、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施

行令附則第四項の表 PFOS 又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡

消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」としたこと。 
定義規定（第１条第４号）を改正し、「ペルフルオロ（ヘキサン―一―スルホン酸）関

連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を新たに技術上の基

準の対象に加えることとしたこと。 

 
２ 施行期日 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和 7 年

12 月 17 日政令第 416 号）の施行の日（令和８年６月 17日）から施行することとしたこ

と（附則関係）。 
 

３ 留意事項 
その他の留意事項については今後通知する予定であること。 
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